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【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】商品及び役務の評価システム及び評価方法
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ブロックチェーンを用いた商品及び役務の評価システム及び評価方法に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、食品の原産地・品質の偽装行為が行われたり、製品・サービスの品質を実際のも
のより優れたものと偽装して宣伝する偽装行為が行われたりしている。そしてこれらの偽
装行為により、食品・製品・サービスのブランド価値が毀損されたり、取引業者や消費者
が不利益を被る事件が発生している。
　また、取引業者や消費者が、食品の原産地・品質の正確な情報を確認する客観的な手段
は少なく、食品・製品・サービスの販売者の表示に基づく情報が確認する手段となってい
るのが実情である。
【０００３】
　このような現状において、日本政府は、産地表示適正化推進事業、牛肉トレーサビリテ
ィ業務事業等を産地偽装取締対策として行っている。
【０００４】
　また、食品の安全安心な提供を考慮したシステムが考えられている（特許文献１及び２
）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－６１２８２号公報
【特許文献２】特開２０１８－８８１６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　発明が解決しようとする課題は、食品の原産地・品質、製品・サービスの品質等の偽装
を行えないものとし、取引業者、販売者及び消費者がいつでも食品の原産地・品質、製品
・サービスの品質などの情報に接することが可能な開かれた情報を提供し、更に第三者か
らの評価を判断材料とすることができるシステム及び方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　このような課題を達成するために、本発明に係る商品及び役務の評価システムは、複数
のクライアント端末と、当該複数のクライアント端末と関連付けられたウォレットを含む
１又は複数のサーバと、当該ウォレット中の所定のウォレットと関連付けられたブロック
チェーンが分散記録された複数のサーバと、から構成され、当該ウォレットは、１又は複
数のサーバに設けられた複数のサプライヤーウォレットと複数の店舗ウォレットと複数の
消費者ウォレットと、を含み、各サプライヤーウォレット及び各店舗ウォレットは、それ
ぞれ別の分散記録されたブロックチェーンに関連付けられている商品及び役務の評価シス
テムにおいて、各店舗ウォレットは、サプライヤーウォレットにアクセスして評価対象に
対する評価トークンを発行する店舗評価トークン発行手段と、各サプライヤーウォレット
は、当該店舗評価トークン発行手段により発行された評価トークンを格納する店舗評価ト
ークン格納手段と、各消費者ウォレットは、店舗ウォレットにアクセスして評価対象に対
する評価トークンを発行する消費者評価トークン発行手段と、各店舗ウォレットは、当該
消費者評価トークン発行手段により発行された評価トークンを格納する消費者評価トーク
ン格納手段と、を備えてなることを特徴とする。
【０００８】
　また、商品及び役務の評価システムにおいて、流通商品・役務の評価システム各サプラ
イヤーウォレットを介して、評価対象の個別情報をサプライヤーブロックチェーンに記録
されるサプライヤー個別情報記録手段と、各店舗ウォレットを介して、評価対象の個別情
報を店舗ブロックチェーンに記録される店舗個別情報記録手段と、を備えることを特徴と
する。
【０００９】
　また、当該店舗個別情報記録手段において、評価対象の個別情報が店舗ブロックチェー
ンにブロックとして記録される場合には、当該評価対象の個別情報の一部又は全部が、当
該評価対象の個別情報を含むサプライヤーブロックチェーンの該当ブロックから転記され
る個別情報転記手段を備えること特徴とする。
【００１０】
　また、商品及び役務の評価システムにおいては、１又は複数のサーバに設けられた、複
数の生産者ウォレットを含み、各生産者ウォレットは、それぞれ別の分散記録されたブロ
ックチェーンに関連付けられており、各サプライヤーウォレットは、生産者ウォレットに
アクセスして、評価対象に対するトークンを発行するサプライヤー評価トークン発行手段
と、各生産者ウォレットは、当該サプライヤー評価トークン発行手段により発行された評
価トークンを格納するサプライヤー評価トークン格納手段と、を備え、更に、当該サプラ
イヤー個別情報記録手段において、評価対象の個別情報がサプライヤーブロックチェーン
に記録される場合には、当該評価対象の個別情報の一部又は全部が、当該評価対象の個別
情報を含む生産者ブロックチェーンの該当ブロックから転記される個別情報転記手段と、
を備えることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明に係る商品及び役務の評価方法は、複数のクライアント端末と、当該複数
のクライアント端末と関連付けられたウォレットを含む１又は複数のサーバと、当該ウォ
レット中の所定のウォレットと関連付けられたブロックチェーンが分散記録された複数の
サーバと、から構成され、当該ウォレットは、１又は複数のサーバに設けられた複数の生
産者ウォレットと複数のサプライヤーウォレットと複数の店舗ウォレットと複数の消費者
ウォレットと、を含み、各生産者ウォレット、各サプライヤーウォレット及び各店舗ウォ
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レットは、それぞれ別の分散記録されたブロックチェーンに関連付けられている商品及び
役務の評価システムにおいて実行される方法であって、各店舗ウォレットにおいて、サプ
ライヤーウォレットにアクセスして評価対象に対する評価トークンを発行する店舗評価ト
ークン発行ステップと、各サプライヤーウォレットにおいて、当該店舗評価トークン発行
手段により発行された評価トークンを格納する店舗評価トークン格納ステップと、各消費
者ウォレットにおいて、店舗ウォレットにアクセスして評価対象に対する評価トークンを
発行する消費者評価トークン発行ステップと、各店舗ウォレットにおいて、当該消費者評
価トークン発行ステップにより発行された評価トークンを格納する評価トークン格納ステ
ップと、各サプライヤーウォレットを介して、評価対象の個別情報をサプライヤーブロッ
クチェーンに記録するサプライヤー個別情報記録ステップと、各店舗ウォレットを介して
、評価対象の個別情報を店舗ブロックチェーンに記録される店舗個別情報記録ステップと
、当該店舗個別情報記録ステップにおいて、評価対象の個別情報が店舗ブロックチェーン
にブロックとして記録される場合には、当該評価対象の個別情報の一部又は全部が、当該
評価対象の個別情報を含むサプライヤーブロックチェーンの該当ブロックから転記される
個別情報転記ステップと、各サプライヤーウォレットは、生産者ウォレットにアクセスし
て、評価対象に対するトークンを発行するサプライヤー評価トークン発行ステップと、各
生産者ウォレットは、当該サプライヤー評価トークン発行手段により発行された評価トー
クンを格納するサプライヤー評価トークン格納ステップと、当該サプライヤー個別情報記
録ステップにおいて、評価対象の個別情報がサプライヤーブロックチェーンに記録される
場合には、当該評価対象の個別情報の一部又は全部が、当該評価対象の個別情報を含む生
産者ブロックチェーンの該当ブロックから転記される個別情報転記ステップと、を備えて
なることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る流通商品・役務の評価システム及び評価方法は、次の効果を奏するもので
ある。
　ブロックチェーンに記録された情報は、改ざんが困難であり且つ容易に参照できる情報
となるため、情報の信頼性が高まると共に、正確で容易に参照できる情報としての利便性
も高まる。また、評価対象の商品・役務に対して、生産者・サプライヤー・店舗が商品・
役務を提供した者に対して評価も行うことが可能であり、更にこの評価情報も容易に参照
できるため、生産者・サプライヤー・店舗の業務の質が向上することとなる。加えて、店
舗での商品・役務の個別情報及び評価情報を参照できる消費者は、商品・役務を安心して
購入、利用等することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本発明に係るブロックチェーンを用いた流通商品・役務の評価システム
の全体概略を示す図である。
【図２】図２は、クライアント端末からウォレットを介して、ブロックチェーンにアクセ
スする概略の１例を示す図である。
【図３】図３は、生産者ブロックチェーンの生成の流れを示すフロー図である。
【図４】図４は、生産者ウォレットからサプライヤーウォレットへの評価対象となる商品
・役務情報の転送があった場合のサプライヤーブロックチェーンの生成の処理の流れを示
すフロー図である。
【図５】図５は、生産者ウォレットからサプライヤーウォレットへの評価対象となる商品
・役務情報の転送がなかった場合のサプライヤーブロックチェーンの生成の処理の流れを
示すフロー図である。
【図６】図６は、サプライヤーウォレットから店舗ウォレットへの評価対象となる商品・
役務情報の転送があった場合の店舗ブロックチェーンの生成の処理の流れを示すフロー図
である。
【図７】図７は、サプライヤークライアント端末から生産者ウォレットへ評価トークンを
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発行する場合の処理の流れを示すフロー図である。
【図８】図８は、店舗クライアント端末からサプライヤーウォレットへ評価トークンを発
行する場合の処理の流れを示すフロー図である。
【図９】図９は、消費者クライアント端末から店舗ウォレットへ評価トークンを発行する
場合の処理の流れを示すフロー図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　食品の原産地・品質、製品・サービスの品質等の偽装を行えないものとし、取引業者、
販売者及び消費者がいつでも食品の原産地・品質、製品・サービスの品質などの情報に接
することが可能な開かれた情報を提供し、更に第三者からの評価を判断の材料とすること
を可能とする目的を、ブロックチェーンを用いた流通商品・役務の評価システムで実現し
た。ここで、ブロックチェーン（Ｂｌｏｃｋｃｈａｉｎ）とは、分散型ネットワークであ
り、「ブロック」と呼ばれるデータの単位を生成し、鎖（チェーン）のように連結してい
くことによりデータを保管するデータベースであり、分散型台帳技術又は分散型ネットワ
ークともいう。
【００１５】
　図１は、本発明に係る流通商品・役務の評価システムの全体概略を示す図である。当該
流通商品・役務の評価システムは、複数の生産者ウォレット３０と複数のサプライヤーウ
ォレット３１と複数の店舗ウォレット３２と複数の消費者ウォレット３３がそれぞれイン
ストールされ設けられたＷｅｂＡＰ・ＤＢサーバ２０，２１，２２，２３と、これら複数
の生産者ウォレット３０と複数のサプライヤーウォレット３１と複数の店舗ウォレット３
２から、インターネットなどのネットワーク４を介して、それぞれアクセス可能なブロッ
クチェーンネットワーク５０，５１，５２と、複数の生産者ウォレット３０と複数のサプ
ライヤーウォレット３１と複数の店舗ウォレット３２と複数の消費者ウォレット３３に対
し、それぞれインターネットなどのネットワーク４を介してアクセス可能なクライアント
端末から構成される。
【００１６】
　また、当該流通商品・役務の評価システムでは、ＷｅｂＡＰ・ＤＢサーバ２１に設けら
れた複数のサプライヤーウォレット３１から、ＷｅｂＡＰ・ＤＢサーバ２０に設けられた
複数の生産者ウォレット３０へアクセス可能となっている。また、ＷｅｂＡＰ・ＤＢサー
バ２２に設けられた複数の店舗ウォレット３２から、ＷｅｂＡＰ・ＤＢサーバ２１に設け
られた複数のサプライヤーウォレット３１へアクセス可能となっている。また、ＷｅｂＡ
Ｐ・ＤＢサーバ２３に設けられた複数の消費者ウォレット３３から、ＷｅｂＡＰ・ＤＢサ
ーバ２２に設けられた複数の店舗ウォレット３２へアクセス可能となっている。
【００１７】
　クライアント端末には、生産者クライアント端末１０とサプライヤークライアント端末
１１と店舗クライアント端末１２と消費者クライアント端末１３が存在する。生産者クラ
イアント端末１０は、それぞれ別個の生産者ウォレット３０に関連付けられている。サプ
ライヤークライアント端末１１は、それぞれ別個のサプライヤーウォレット３１に関連付
けられている。店舗クライアント端末１２は、それぞれ別個の店舗ウォレット３２に関連
付けられている。消費者クライアント端末１３は、それぞれ別個の消費者ウォレット３３
に関連付けられている。
【００１８】
　生産者クライアント端末１０から、生産者ウォレット３０を介して、生産者ブロックチ
ェーンネットワーク５０に存在する個々の生産者ウォレット３０に関連付けられた生産者
ブロックチェーン６０にアクセスすることができる。サプライヤークライアント端末１１
から、サプライヤーウォレット３１を介して、サプライヤーブロックチェーンネットワー
ク５１に存在する個々のサプライヤーウォレット３１に関連付けられたサプライヤーブロ
ックチェーン６１にアクセスすることができる。店舗クライアント端末１２から、店舗ウ
ォレット３２に関連付けられた店舗ブロックチェーンネットワーク５２に存在する店舗ブ
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ロックチェーン６２にアクセスすることができる。各クライアント端末が各ブロックチェ
ーンにアクセスして、ブロックチェーンのブロックに記録された情報を読み出したり、新
たなブロックを生成することが可能となる。
【００１９】
　ここで言うブロックチェーンネットワークとは、ブロックチェーンを分散管理する一群
のブロックチェーンサーバからなるネットワークをいうものである。
【００２０】
　なお、ＷｅｂＡＰ・ＤＢサーバ２０，２１，２２，２３は、図１中では別個のものとさ
れているが、同一のＷｅｂＡＰ・ＤＢサーバであってもよい。
【００２１】
　図２は、各生産者、各サプライヤー、各店舗のクライアント端末１からウォレット３が
インストールされたＷｅｂＡＰ・ＤＢサーバ２を介して、ブロックチェーンにアクセスす
る概略の１例を示す図である。
　この１例は、タブレット型ＰＣ、スマートフォン、パーソナルコンピュータ等の端末で
あるクライアント端末１と、ＷｅｂＡＰ（Ｗｅｂ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ）・ＤＢサー
バ２とブロックチェーンネットワーク５から構成される。これらは、ネットワーク４を介
して通信可能となっている。ネットワーク４はインターネット、携帯電話網、ローカルエ
リアなどで構成され、特に限定されるものではない。
【００２２】
　ＷｅｂＡＰ・ＤＢサーバ２には、ウォレット３が設けられている。ウォレット３は、所
定の識別番号等で特定のブロックチェーンと関連付けられている。ウォレット３は、アプ
リケーションの一種であり、クライアント端末１からブロックチェーンにアクセスする際
のインターフェースとなるものである。
【００２３】
　各ウォレット３は、クライアントの入力を受け付け、データアクセス１００を行いデー
タベース２００，２０１にデータを記録したり、ネットワーク４を介してブロックチェー
ンネットワーク５にアクセスする。ウォレット３は、公開鍵・秘密鍵の生成・管理、バッ
クアップアドレスの管理や、トランザクションの生成等の処理を行う場合もある。
【００２４】
　ブロックチェーンネットワーク５は、ブロックチェーンを管理するサーバのネットワー
クであり、複数のブロックチェーンを管理するブロックチェーンサーバ６が存在する。ウ
ォレット３は、ＷｅｂＡＰＩ（Ｗｅｂ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎ
ｇ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）を介して、ブロックチェーンネットワーク５にアクセスする。
【００２５】
　ブロックチェーンを構成するブロック７は、ブロックチェーン上で動作するプログラム
であるスマートコントラクト８、及びトランザクション処理により値が変更されるデータ
項目が定義されるステートデータベース９を構成要素として含むものである。
【００２６】
＜システム全体のフロー＞
　本発明に係るブロックチェーンを利用した評価対象の評価システムの全体のフローを説
明する。
　まず、本発明に係るブロックチェーンを利用した評価対象の評価システムに参加する生
産者、サプライヤー、店舗及び消費者には、あらかじめウォレットが割り当てられる。生
産者、サプライヤー、店舗及び消費者は、この割り当てられたウォレットを介して、ブロ
ックチェーンネットワークにアクセスし、評価手段としての評価トークンを発行すること
が可能となっている。ここでトークンとは、ソースコードの単位要素ソースコードを構成
する最小単位の要素のことであり、評価トークンとはこれを評価に利用するものである。
【００２７】
　以下に、生産者ウォレット３０、サプライヤーウォレット３１、店舗ウォレット３２、
消費者ウォレット３３をそれぞれ介するフローに分けて説明する。この説明中、各ウォレ
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ットが実行しているように記載する部分も存在するが、これは説明の都合上そのように記
載しているもので、実際には当該ウォレットが存在するＷｅｂＡＰ・ＤＢサーバ２０，２
１，２２，２３が実行しているものである。
【００２８】
１．生産者ウォレット３０を介するフロー
（１）生産者ブロックチェーン６０の生成
　生産者クライアント端末１０からネットワーク４を介して、ＷｅｂＡＰ・ＤＢサーバ２
０に設けられた生産者ウォレット３０へアクセスがあると、生産者ウォレット３０は、生
産者クライアント端末１０からの識別番号等の識別情報を基に生産者のクライアント端末
１０の識別を行う（Ｓ１０，Ｓ１１）。
【００２９】
　この識別により、正当な生産者クライアント端末１０と認識された後に、生産者クライ
アント端末１０からブロックチェーンへのアクセス要求があると、生産者ウォレット３０
は当該生産者ウォレット３０に紐付けされたブロックチェーンを管理する生産者ブロック
チェーンネットワーク５０中のブロックチェーンサーバにアクセスする（Ｓ１２，Ｓ１３
，Ｓ１４）。
【００３０】
　次に、生産者クライアント端末１０から、評価対象となる商品・役務の個別情報が入力
されると、それを受け付けた当該ブロックチェーンサーバにおいて、ブロックチェーンの
ブロックが生成される（Ｓ１５，Ｓ１６）。当該ブロックの生成は、当該ブロックの構成
要素であるスマートコントラクトにより実行される。
【００３１】
　即ち、個々の生産者ウォレット３０では、評価対象となる商品・役務の個別情報が入力
される毎に新たなブロックが生成されることとなる。この商品・役務の個別情報は、ブロ
ックチェーンを構成するブロック中のステートデータベースに記録される。ここで言う商
品・役務の個別情報とは、商品・役務の評価に必要と考えられるあらゆる情報の中で任意
に定められた情報をいうものである。
【００３２】
（２）生産者ウォレット３０からサプライヤーウォレット３１への評価対象となる商品・
役務情報の転送
　生産者クライアント端末１０から、生産者ウォレット３０に対して、サプライヤーウォ
レット３１への商品・役務の個別情報の送信要求があった場合、当該生産者ウォレット３
０は、当該商品・役務の識別番号等の識別情報から、生産者ブロックチェーン６０の該当
するブロックのステートデータベースに記録されている所定の個別情報を抽出し、サプラ
イヤーウォレット３１へ送信する（Ｓ２０，Ｓ２１，Ｓ２２）。
【００３３】
　ここで、生産者ウォレット３０に対して、サプライヤーウォレット３１への商品・役務
の個別情報の送信要求があった場合とは、生産者からサプライヤーへ商品・役務などが販
売などされて移動した場合に行われるものである。
【００３４】
２．サプライヤーウォレット３１を介するフロー
（１）生産者ウォレット３０から情報が送信された場合のサプライヤーブロックチェーン
６１の生成
　サプライヤーウォレット３１が、生産者ウォレット３０から、評価対象となる商品・役
務の所定の情報を受信した場合には、サプライヤーウォレット３１は当該サプライヤーウ
ォレット３１に関連付けされたサプライヤーブロックチェーン６１を管理するサプライヤ
ーブロックチェーンネットワーク５１中のブロックチェーンサーバにアクセスする（Ｓ２
３，Ｓ２４）。
【００３５】
　次に、当該ブロックチェーンサーバにおいて、生産者ウォレット３０から送信された評
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価対象となる商品・役務の所定の情報を基にサプライヤーブロックチェーン６１のブロッ
クが生成される（Ｓ２５）。当該ブロックの生成は、当該ブロックの構成要素であるスマ
ートコントラクトにより実行される。
【００３６】
　なお、この生成されたブロック情報に、新たな情報が付加される場合には、当該生成さ
れたブロックの情報に新たな情報が追加されたブロックが生成される。例えば、サプライ
ヤーにおいて、商品・役務を分割して販売する場合等に、分割された個々の商品・役務に
対応するブロックが生成されることとなる。
【００３７】
　サプライヤークライアント端末１１からサプライヤーウォレット３１を介して、当該生
成されたブロックにアクセスして、分割等の情報が、商品・役務の情報に追加される場合
には、スマートコントラクトによりステートデータベースに追加情報が新たに記録されら
新たなブロックが生成されるものである。
【００３８】
（２）サプライヤークライアント端末１１からサプライヤーブロックチェーン６１の生成
　生産者ウォレット３０から、評価対象となる商品・役務の所定の情報の送信がなく、サ
プライヤークライアント端末１１からサプライヤーブロックチェーン６１を生成する場合
を説明する。
【００３９】
　サプライヤークライアント端末１１からネットワーク４を介して、ＷｅｂＡＰ・ＤＢサ
ーバ２１に設けられたサプライヤーウォレット３１へアクセスがあると、サプライヤーウ
ォレット３１は、サプライヤークライアント端末１１からの識別番号等の識別情報を基に
サプライヤーのクライアント端末の識別を行う（Ｓ３０，Ｓ３１）。
【００４０】
　この識別により、正当なサプライヤークライアント端末１１と認識された後に、サプラ
イヤークライアント端末１１からサプライヤーブロックチェーン６１へのアクセス要求が
あると、サプライヤーウォレット３１は当該サプライヤーウォレット３１に関連付けされ
たブロックチェーンを管理するサプライヤーブロックチェーンネットワーク５１中のブロ
ックチェーンサーバにアクセスする（Ｓ３２，Ｓ３３）。
【００４１】
　次に、サプライヤークライアント端末１１から、評価対象となる商品・役務の個別情報
が入力されると、それを受け付けた当該ブロックチェーンサーバにおいて、ブロックチェ
ーンのブロックが生成される（Ｓ３４，Ｓ３５）。当該ブロックの生成は、当該ブロック
の構成要素であるスマートコントラクトにより実行される。
【００４２】
　即ち、個々のサプライヤーウォレット３１では、評価対象となる商品・役務の個別情報
が入力される毎に新たなブロックが生成されることとなる。この商品・役務の個別情報は
、ブロックチェーンを構成するブロック中のステートデータベースに記録される。
【００４３】
（３）サプライヤーウォレット３１から店舗ウォレット３２への評価対象となる商品・役
務情報の転送
　サプライヤークライアント端末１１から、サプライヤーウォレット３１に対して、店舗
ウォレット３２への商品・役務の個別情報の送信要求があった場合、当該サプライヤーウ
ォレット３１は、当該商品・役務の識別番号等の識別情報から、サプライヤーブロックチ
ェーン５１の該当するブロックのステートデータベースに記録されている所定の個別情報
を抽出し、店舗ウォレット３２へ送信する（Ｓ４０，Ｓ４１，Ｓ４２）。
【００４４】
　ここで、サプライヤーウォレット３１に対して、店舗ウォレット３２への商品・役務の
個別情報の送信要求があった場合とは、生産者からサプライヤーへ商品・役務などが販売
などされて移動した場合に行われるものである。
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【００４５】
（４）生産者ウォレット３０へ評価トークンを発行する場合
　サプライヤークライアント端末１１から、評価トークンの発行のための生産者ウォレッ
ト３０へのアクセス要求を受け付けると、サプライヤーウォレット３１は、生産者ウォレ
ット３０へのアクセス要求を、該当する生産者ウォレット３０へ送信する（Ｓ５０，Ｓ５
１）。
【００４６】
　このアクセス要求を受け付けた生産者ウォレット３０は、評価トークン発行対象となる
ブロックを識別する情報をサプライヤーウォレット３１へ要求する（Ｓ５２）。
【００４７】
　この識別情報要求を受け付けたサプライヤーウォレット３１は、評価トークン発行対象
となる商品・役務の個別情報を識別するための識別番号等の識別情報を生産者ウォレット
３０に送信すると共に評価トークンを発行する（Ｓ５３）。
　このトークンの発行を受け付けた生産者ウォレット３０は、この評価トークンを評価ト
ークン発行対象となった商品・役務の個別情報を含む生産者ブロックチェーン６０のブロ
ックと関連付けて記録し格納する（Ｓ５４）。
【００４８】
（５）商品・役務の個別情報の参照
　サプライヤークライアント端末１１から、ネットワーク４を介してサプライヤーウォレ
ット３１に対して、特定の商品・役務の個別情報要求があった場合、サプライヤーウォレ
ット３１では、生産者ウォレット３０に対してネットワーク４を介してアクセス処理を行
う。
【００４９】
　サプライヤーウォレット３１からアクセス要求を受けた生産者ウォレット３０では、サ
プライヤーウォレット３１に対して、サプライヤーウォレット３１の識別情報の送信を要
求する。
　この識別情報要求を受け付けたサプライヤーウォレット３１では、識別情報を生産者ウ
ォレット３０に送信する。
【００５０】
　この識別情報を受け付けた生産者ウォレット３０では、生産者ブロックチェーン６０の
該当する情報を生産者ブロックチェーン６０の所定のブロックから情報を抽出し、サプラ
イヤーウォレット３１に送信する。
　この送信された商品・役務の個別情報を受け付けたサプライヤーウォレット３１は、サ
プライヤークライアント端末１１に当該商品・役務の個別情報及び当該商品・役務の個別
情報に紐づけられたトークン情報も表示する。
　当該トークン情報とは、例えば当該商品・役務に関する評価情報となるものである。
【００５１】
３．店舗ウォレット３２を介するフロー
（１）サプライヤーウォレット３１から情報が送信された場合の店舗ブロックチェーンの
生成
　店舗ウォレット３２が、サプライヤーウォレット３１から、評価対象となる商品・役務
の所定の情報を受信した場合には、店舗ウォレット３２は当該店舗ウォレット３２に関連
付けされた店舗ブロックチェーン６２を管理する店舗ブロックチェーンネットワーク５２
中のブロックチェーンサーバにアクセスする（Ｓ４３，Ｓ４４）。
【００５２】
　次に、当該ブロックチェーンサーバにおいて、サプライヤーウォレット３１から送信さ
れた評価対象となる商品・役務の所定の情報を基に店舗ブロックチェーン６２のブロック
が生成される（Ｓ４５）。当該ブロックの生成は、当該ブロックの構成要素であるスマー
トコントラクトにより実行される。
【００５３】
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（２）サプライヤーウォレット３１へ評価トークンを発行する場合
　店舗クライアント端末１２から、店舗ウォレット３２が評価トークンの発行のためのサ
プライヤーウォレット３１へのアクセス要求を受け付けると、当該店舗ウォレット３２は
、サプライヤーウォレット３１へのアクセス要求を、該当するサプライヤーウォレット３
１へ送信する（Ｓ６０，Ｓ６１）。
【００５４】
　このアクセス要求を受け付けたサプライヤーウォレット３１は、評価トークン発行対象
となるブロックを識別する情報を店舗ウォレット３２へ要求する（Ｓ６２）。
【００５５】
　この識別情報要求を受け付けた店舗ウォレットは、評価トークン発行対象となる商品・
役務の個別情報を識別するための識別番号等の識別情報をサプライヤーウォレット３１に
送信すると共に評価トークンを発行する（Ｓ６３）。
　このトークンの発行を受け付けたサプライヤーウォレット３１は、この評価トークンを
評価トークン発行対象となった商品・役務の個別情報を含むサプライヤーブロックチェー
ンのブロックと関連付けて記録し格納する（Ｓ６４）。
【００５６】
（３）商品・役務の個別情報の参照
　店舗クライアント端末１２から、ネットワーク４を介して店舗ウォレット３２に対して
、特定の商品・役務の個別情報要求があった場合、店舗ウォレットでは、サプライヤーウ
ォレット３１に対してネットワーク４を介してアクセス処理を行う。
【００５７】
　店舗ウォレット３２からアクセス要求を受けたサプライヤーウォレット３１では、店舗
ウォレット３２に対して、店舗ウォレット３２の識別情報の送信を要求する。
　この識別情報要求をうけた店舗ウォレット３２では、識別情報をサプライヤーウォレッ
ト３１に送信する。
【００５８】
　この識別情報を受け付けたサプライヤーウォレット３１では、サプライヤーブロックチ
ェーン６１の該当する情報をサプライヤーブロックチェーン６１の所定のブロックから情
報を抽出し、店舗ウォレット３２に送信する。
　この送信された商品・役務の個別情報を受け付けた店舗ウォレット３２は、店舗クライ
アント端末１２に当該商品・役務の個別情報及び当該商品・役務の個別情報に紐づけられ
たトークン情報も表示する。
　当該トークン情報とは、例えば当該商品・役務に関する評価情報となるものである。
【００５９】
４．消費者ウォレット３３を介するフロー
　消費者クライアント端末１３からネットワーク４を介して、ＷｅｂＡＰ・ＤＢサーバ２
３に設けられた消費者ウォレット３３へアクセスがあると、消費者ウォレット３３は、消
費者クライアント端末１３からの識別番号等の識別情報を基に消費者のクライアント端末
の識別を行う。
【００６０】
　この識別により、正当な消費者クライアント端末１３と認識された場合には、消費者ク
ライアント端末１３からの指令にしたがって、消費者ウォレット３３では次の処理をおこ
なうことができる。
【００６１】
（１）商品・役務の個別情報の参照
　消費者クライアント端末１３から、ネットワーク４を介して消費者ウォレット３３に対
して、特定の商品・役務の個別情報要求があった場合、消費者ウォレット３３では、店舗
ウォレット３２に対してネットワーク４を介してアクセス処理を行う。
【００６２】
　消費者ウォレット３３からアクセス要求を受けた店舗ウォレット３２では、消費者ウォ
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レット３３に対して、消費者ウォレット３３の識別情報の送信を要求する。
　この識別情報要求をうけた消費者ウォレット３３では、識別情報を店舗ウォレット３２
に送信する。
【００６３】
　この識別情報を受け付けた店舗ウォレット３２では、店舗ブロックチェーン６２の該当
する情報を店舗ブロックチェーン６２の所定のブロックから個別情報を抽出し、消費者ウ
ォレット３３に送信する。
　この送信された商品・役務の個別情報を受け付けた消費者ウォレット３３は、消費者ク
ライアント端末１３に当該商品・役務の個別情報及び当該商品・役務の個別情報に紐づけ
られたトークン情報も表示する。
　当該トークン情報とは、例えば当該商品・役務に関する評価情報となるものである。
【００６４】
（２）店舗ウォレット３２に評価トークンを発行する場合
　消費者ウォレット３３は、消費者クライアント端末１３から、評価トークンの発行のた
めの店舗ウォレット３２へのアクセス要求を受け付けた場合、店舗ウォレット３２へのア
クセス要求を該当する店舗ウォレット３２へ送信する（Ｓ７０，Ｓ７１）。
【００６５】
　このアクセス要求を受け付けた店舗ウォレット３２は、評価トークン発行対象となるブ
ロックを識別する情報を、ネットワーク４を介して消費者ウォレット３３へ要求する（Ｓ
７２）。
【００６６】
　この識別情報要求を受け付けた消費者ウォレット３３は、評価トークン発行対象となる
商品・役務の個別情報を識別するための識別番号等の識別情報を店舗ウォレット３２に送
信すると共にトークンを発行する（Ｓ７３）。
　このトークンの発行を受け付けた店舗ウォレット３２は、この評価トークンを評価トー
クン発行対象となった商品・役務の個別情報を含む店舗ブロックチェーン６２のブロック
と関連付けて記録し格納する（Ｓ７４）。
【実施例】
【００６７】
　本発明に係る商品及び役務の評価システムの実施例として、生産者とサプライヤーの間
を食肉・農産物などの生産物に関するプロダクト型ブロックチェーンとして、サプライヤ
ーから店舗を介して消費者までの間を商品・役務の流通のプロセスに関するプロセス型ブ
ロックチェーンとして、説明する。
【００６８】
＜プロダクト記録型ブロックチェーン＞
　生産者が生産者クライアント端末から、生産者ウォレットにインターネットなどのネッ
トワークを介してアクセスすると、生産者クライアント端末の識別が行われ、この識別に
より正当な生産者クライアント端末と認識される。
【００６９】
　この認識された後に、当該生産者ウォレットに関連付けられたブロックチェーンにアク
セスすることが可能となり、例えば肉牛であれば、肉牛の個体識別情報、例えばインプラ
ント情報・個別識別タグ情報、ＤＮＡ情報、戸籍情報（性別、出生地、両親など）等の中
の予め設定された情報が入力されると、スマートコントラクトにより新たなブロックが生
成されこれらの情報がステートデータベースとして記録される。
【００７０】
　生産者は、当該個別の肉牛毎に生成された生産者ブロックチェーンに対し、生産者クラ
イアント端末から生産者ウォレットを介してアクセスし、当該個体の飼育環境・餌・体重
などの飼育等の情報を新たなブロックとして生成していくことができる。
【００７１】
　更に、生産者ウォレットと関連付けされた別個のウォレットを設けて、個体に対するワ
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クチン接種、当該個体の健康状態を、獣医師等が別個のウォレットから生産者ウォレット
を介して、所定の肉牛の個別情報を有するブロックチェーンにアクセスして、これらの情
報をブロックに記録することも可能である。
【００７２】
　また、当該個体の運動情報（ＧＰＳタグ等に基づいた情報）のデータを生産者ウォレッ
トが受信できるように設定し、当該個体の識別情報に基づいて、該当する個体のブロック
チェーンにアクセス可能として、当該個体の運動情報のデータを数値化して、ブロックチ
ェーンに記録することも可能である。これは、ＧＰＳタグ等のデータを受信した生産者ウ
ォレットが、ブロックチェーンネットワークにアクセスし、ブロックチェーンに新たなブ
ロックを生成することにより記録されるものである。
【００７３】
　更に、当該個体の各種情報が記録された後に、当該ブロックチェーンに記録された各種
情報を基に、当該個体のコンディション評価を行うコンディション評価処理が行われるよ
うにすることも可能である。当該コンディション評価処理は、ＷｅｂＡＰ・ＤＢサーバ２
で行ってもよく、その他のサーバで処理してもよい。
【００７４】
　当該コンディション評価処理の結果、所定の評価が出された場合には、評価に基づいた
評価トークンが発行され、生産者ウォレットに格納されるようにすることも可能である。
【００７５】
　そして、当該個体が生産物として、肉牛を加工処理する食肉解体業者であるサプライヤ
ーに発送され、生産者ウォレットが当該発送情報を受けた場合には、発送先のサプライヤ
ーウォレットに当該個体の所定の情報を送信する。当該転記処理は、ＷｅｂＡＰ・ＤＢサ
ーバで行ってもよく、その他のサーバで処理してもよい。
【００７６】
　サプライヤーウォレットが、生産者ウォレットから、生産物として配送される当該個体
の所定情報を受信した場合には、サプライヤーウォレットは当該サプライヤーウォレット
に紐付けされたサプライヤーブロックチェーンを管理するブロックチェーンネットワーク
中のブロックチェーンサーバにアクセスする。そして、当該個体の所定情報を基にサプラ
イヤーブロックチェーンのブロックが生成される。当該ブロックの生成は、当該ブロック
の構成要素であるスマートコントラクトにより実行される。
【００７７】
　この生成されたブロック情報に、新たな情報が付加される場合には、当該生成されたブ
ロックの情報に新たな情報が追加されたブロックが生成される。例えば、サプライヤーに
おいて、生産物である肉牛が解体され、個々の肉の部位に分割された場合、それぞれ対応
するブロックが生成されることとなる。当該ブロックの生成は、スマートコントラクトに
よりステートデータベースに追加情報が新たに記録され新たなブロックが生成されるもの
である。
【００７８】
　＜プロセス記録型ブロックチェーン＞
　サプライヤーがサプライヤークライアント端末から、サプライヤーウォレットにインタ
ーネットなどのネットワークを介してアクセスすると、サプライヤークライアント端末の
識別が行われ、この識別により正当なサプライヤークライアント端末と認識される。
【００７９】
　肉牛の解体業者は、サプライヤークライアント端末から、インターネットなどのネット
ワークを介して、サプライヤーウォレットにアクセスし、全体の肉質・部位毎の肉質・肉
の等級などの情報をブロックチェーンに記録する。これは、解体業者がサプライヤークラ
イアント端末からサプライヤーウォレットを介して、ブロックチェーンネットワークにア
クセスし、ブロックチェーンに新たなブロックを生成することにより記録されるものであ
る。
【００８０】
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　当該解体業者は、牛肉の肉質の評価を行い、当該肉質に対する評価をプロセス記録型ブ
ロックチェーンに記録する。これは、解体業者がクライアント端末から個別ウォレットを
介して、ブロックチェーンネットワークにアクセスし、プロダクト記録型ブロックチェー
ンに新たなブロックを生成することにより記録されるものである。すると、この記録は投
票（評価トークン）を生成し、当該プロセス管理用ウォレットに格納される。
【００８１】
　肉牛を生産者から解体業者に輸送を行う輸送業者からの輸送業者情報と輸送経路・輸送
時間・輸送日時・輸送方法等の輸送関連情報をブロックチェーンに記録する記録処理が行
われる。これは、当該輸送業者に所定のウォレットを設け、当該ウォレットを介して、サ
プライヤーウォレットにアクセスできるように設定し、当該サプライヤーウォレットから
、これらの情報を所定のブロックチェーンに追加情報として新たなブロックを生成できる
ようにしてもよい。
【００８２】
　牛肉の解体業者からの全体の肉質・部位毎の肉質・肉の等級などの情報をプロセス記録
型ブロックチェーンに記録する。これは、解体業者がサプライヤークライアント端末から
サプライヤーウォレットを介して、ブロックチェーンネットワークにアクセスし、ブロッ
クチェーンに新たなブロックを生成することにより記録されるものである。
【００８３】
　当該解体業者は、牛肉の肉質の評価を行い、当該肉質に対する評価をプロセス記録型ブ
ロックチェーンに記録する。これは、解体業者がサプライヤークライアント端末からサプ
ライヤーウォレットを介して、ブロックチェーンネットワークにアクセスし、ブロックチ
ェーンに新たなブロックを生成することにより記録されるものである。すると、この記録
は投票（評価トークン）を生成し、サプライヤーウォレットに格納される。
【００８４】
　解体業者から、解体された食肉が、精肉店、スーパーマーケット、デパート、焼き肉店
等の店舗に配送される際に、サプライヤークライアント端末の送信要求に基づき、サプラ
イヤーウォレットから、当該食肉に関する情報がサプライヤーブロックチェーンに記録さ
れる当該食肉に関する所定の情報が、所定の店舗ウォレットへ送信される。
【００８５】
　店舗ウォレットが、サプライヤーウォレットから、当該食肉に関する情報を受信した場
合には、店舗ウォレットは当該店舗ウォレットに関連付けされた店舗ブロックチェーンを
管理するブロックチェーンネットワーク中のブロックチェーンサーバにアクセスする。
【００８６】
　次に、当該ブロックチェーンサーバにおいて、サプライヤーウォレットから送信された
当該食肉に関する情報を基に店舗ブロックチェーンのブロックが生成される。当該ブロッ
クの生成は、当該ブロックの構成要素であるスマートコントラクトにより実行される。
【００８７】
　当該店舗にて、食肉を購入、食した消費者は、自己のパーソナルコンピュータやスマー
トフォン等の携帯端末から、所定の消費者ウォレットを介して、当該購入した食肉、食し
た食肉の情報にアクセスし確認することができる。
【００８８】
＜生産者・解体業者・店舗が取り扱う食牛・食肉の評価について＞
　サプライヤーである解体業者は生産者に対し、店舗は解体業者に対し、消費者は店舗に
対し食牛・食肉に関する評価を行う事が可能である。評価は、評価される側のウォレット
に、自己のウォレットを介して、行うことが可能となっている。この投票は、ブロックチ
ェーンサーバでブロックチェーンに実装された、投票の出所が明確化されるスマートコン
トラクトにより処理される。
【００８９】
　また、店舗は解体業者に対し、消費者は店舗に対し食牛・食肉に関する評価を行う事が
可能である。
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【００９０】
　以上説明したように、ブロックチェーンに登録された情報が、改ざんが困難であり且つ
誰もが参照できる情報となるため、正確な情報としての信頼性を得ることができ、その結
果として評価対象物の評価結果としての信頼性が高まる。また、牛肉の生産者・輸送業者
・海外業者などの評価も行われるため生産者・輸送業者・解体業者などの業務の質が向上
するという効果も生ずる。更に、消費者は、食肉の生産から販売に至るたまでの履歴を確
認する事ができ、さらに流通過程での評価結果も知ることができるため食肉を安心して食
することができる。
【００９１】
　＜その他適用される評価対象＞
　本実施例では、牛肉を対象としたが、本発明に係るブロックチェーンを利用した評価対
象物の評価システム及び評価方法は、豚・鶏・羊・馬等のその他の食肉、野菜、果物、サ
ービス業者の提供するサービス、オンラインストア、ＳＮＳ、Ｔｗｉｔｔｅｒ（登録商標
）、Ｗｉｋｉｐｅｄｉａ（国際登録商標）等の評価も行うことが可能である。
【符号の説明】
【００９２】
　１　クライアント端末
　２，２０，２１，２２，２３　ＷｅｂＡＰ・ＤＢサーバ
　３　ウォレット
　４　ネットワーク
　５　ブロックチェーンネットワーク
　６　ブロックチェーンサーバ
　７　ブロック
　８　スマートコントラクト
　９　ステートデータベース
１０　生産者クライアント端末
１１　サプライヤークライアント端末
１２　店舗クライアント端末
１３　消費者クライアント端末
３０　生産者ウォレット
３１　サプライヤーウォレット
３２　店舗ウォレット
３３　消費者ウォレット
５０　生産者ブロックチェーンネットワーク
５１　サプライヤーブロックチェーンネットワーク
５２　店舗ブロックチェーンネットワーク
６０　生産者ブロックチェーン
６１　サプライヤーブロックチェーン
６２　店舗ブロックチェーン
【手続補正２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図３
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図３】
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